
令和８年度七飯町会計年度任用職員募集要項 

（職種：調理員兼用務員補助員） 
資

格

要

件 

学 歴 要 件       

年 齢 要 件 満７５歳未満の方（令和８年４月１日現在） 

住所要件等 通勤可能な方 

資格・免許等       ※調理師免許があれば尚可 

採 用 予 定 人 員 若干名 

雇 用 期 間 令和８年４月１日（水）から令和９年３月３１日（水）まで 

欠 格 条 項 

地方公務員法第１６条の下記事項に該当する者は会計年度任用職員

の応募をすることはできません。 

（１）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行

を受けることがなくなるまでの者 

（２）当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の

日から２年を経過しない者 

（３）人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第６０条から

第６３条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 

（４）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成

立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体

を結成し、又はこれに加入した者 

提 出 書 類 

履歴書（調理師免許の資格所有者はそれを証明できる書類） 

履歴書は市販の履歴書を使用してください。 

提出された履歴書は返却いたしません。 

提 出 期 限 

及 び 提 出 先 

提出期限：随時受付（ 予定人員に達した場合、受付を終了させていた

だきます。） 

提 出 先：七飯町子育て支援課子育て支援係（七飯町保健センター内） 

    〒０４１－１１１１ 七飯町本町６丁目１番５号 

＜雇用条件等の詳細＞ 

就 業 の 場 所 大中山保育所（大中山３丁目２８９番地２） 

業 務 の 内 容 調理業務（乳児食含む）、清掃業務 

勤 務 日 
月曜日から土曜日までの週１～５日程度 

※事業、行事等によって日曜日の勤務あり 

勤 務 時 間 
８時３０分～１７時３０分のうち１日１時間以上８時間以内 

※事業、行事等によって変更あり 

休 憩 時 間 
勤務時間が６時間を超える場合は休憩１時間 

※時間帯の変動あり 

時 間 外 勤 務 なし 

休 日 勤 務 なし 



休 日 

毎週土・日曜日、国民の祝日及び年末年始（１２月２９日から翌年の

１月３日まで） 

※土曜日に関しては月１～２回程度勤務あり 

休 暇 

１ 年次有給休暇 最大１０日（勤務日数による） 

２ その他の休暇 夏季休暇３日（有給）等の特別休暇（勤務日数に

よる） 

報 酬 

（予算等により

変更となる場合

があります。） 

１ 基本報酬  

月 給      円 日 給     円 

時間給  1,203 円 その他      円 

 

２ その他の報酬及び計算方法 

通勤手当 

報酬 
なし 

計算 

方法 
    

期末手当 なし 
計算 

方法 
    

時間外勤務 

報酬 
なし 

計算 

方法 
下記のとおり 

 

３ 時間外・休日勤務に対して支払われる報酬等 

時 間 外 

勤務単価 

   円／時 
 ５時００分～ ８時３０分 

１７時１５分～２２時００分 

   円／時 
 ０時００分～ ５時００分 

２２時００分～２４時００分 

休  日 

勤務単価 

   円／時  ５時００分～２２時００分 

   円／時 
 ０時００分～ ５時００分 

２２時００分～２４時００分 

 

４ 時間給の支払日は、翌月２１日 

５ 上記金額は今後人事院勧告等により変更となる可能性がありま

す。 

退 職 

１ 雇用期間の満了 

２ 自己都合（退職する３０日以上前に届け出ること） 

３ 解雇事由の発生（法令その他に反する行為等） 

そ の 他 

１ 社会保険の加入 なし 

２ 雇用保険の適用 あり（適用条件あり） 

３ その他 

その他の勤務条件等は、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に

関する規則のほか、正規職員に準ずる 

※この要項に記載の事項については、事業等の事情により変更となることがあります。 

お 問 合 せ 先 
担当：七飯町子育て支援課子育て支援係（七飯町保健センター内） 

電話：０１３８－６６－２５２１ 

 


